
 

鳥取県東部広域行政管理組合事務局業務継続計画（ＢＣＰ）概要 

 

 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ）とは 

  災害等によって被害を受けた場合に、重要な業務が中断しないように、又は中断しても目標復旧時間

までに再開できるように事前に策定する行動計画である。 

 

２ 本組合事務局ＢＣＰの位置づけ 

  本組合事務局ＢＣＰは鳥取県版ＢＣＰの一環として、県内の企業、医療・福祉施設、県、市町村及び

他広域行政のＢＣＰと連携するものである。 

 

３ 本組合事務局ＢＣＰの基本方針 

  住民生活への影響を最小限にとどめるため、非常時優先業務の実施に全力を挙げ、非常時優先業務以

外の業務については積極的に縮小・休止する。 

非常時優先業務 

・来庁者（来館者）の救助、職員及びその家族の安否確認 

・住民生活に不可欠な施設の復旧 

・組合事務局庁舎の復旧（又は拠点移動） など 

  ※非常時優先業務…大規模な災害が発生した際に組合事務局が優先して行う必要がある業務 

 

４ 災害時の組織体制及び活動 

  災害時においては、管理者を本部長とする災害対策本部を設置する。組合事務局の被害状況を対策本

部本部会議（管理者・副管理者・事務局長で構成）で一元的に管理し、災害復旧方針を決定する。各班

は、災害復旧方針に基づき、非常時優先業務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 組合事務局ＢＣＰの見直し 

  組合事務局は、本計画に基づく災害対策を講じるとともに、本計画についても検証、見直しを行い、

非常時優先業務を迅速、効果的に実施するための態勢を向上させる。 

本部会議 

（管理者・副管理者・事務局長） 

環境衛生班 

（環境衛生課） 

総務統括班 

（総務福祉課） 

災害対策本部組織図 

班内の被害状況等確認 局内の被害状況等集約 
災害復旧方針を決定 

（拠点移転、施設復旧、応援要請等） 災害復旧方針に基づく非常時

優先業務（施設復旧等）の実施 

報告 

災害復旧方針に基づく非常時

優先業務（庁舎復旧等）の実施 

報告 

指示 指示 
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